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町内に感染者が出た場合の対応については，以下のように対応をする。

感染者が本町の学校関係者である

感染者が

児童・生徒及び園児

である

感染者が

教職員である

感染者が

保護者である

感染者が

同居者である

感染者の出席停止（出勤停止）

【感染者の対応】

〇 児童・生徒及び園児は，治癒するまで出席

停止。 （学校保健安全法第１９条）

〇 教職員は，治癒するまで出勤停止。

（病気休暇取得可）

【学校の対応】

〇 感染者が発生した学校の中学校区の学校

は，発生が確認された次の日から臨時休業。

（保健所による助言に基く。保健所の指導に

よっては，延長の可能性あり。学校保健安

全法第２０条）

〇 感染者が発生した中学校区以外の学校に

ついては，「新しい生活様式」に基づきなが

ら，感染対策を徹底し，通常登校。

※ 徳之島町，伊仙町で発生した場合において

も，通常登校とする。

保健所等による濃厚接触者の調査

児童・生徒及び園児が

濃厚接触者に

特定された

（PCR 陰性でも）

児童・生徒及び園児が

濃厚接触者に

特定されず

措置なし

濃厚接触者の出席停止（出勤停止）

【濃厚接触者の対応】

〇 児童・生徒及び園児は，感染者と最後に接触

をした日から２週間を出席停止。

（学校保健安全法第１９条）

〇 教職員は，感染者と最後に接触をした日から

２週間を出勤停止。 （特別休暇取得可）

【学校の対応】

〇 基本的には，臨時休業はなし。

ただし，必ず保健所からの指導・助言に基づ

いた判断とする。

校舎内の消毒等，感染拡大防止を

講じた後，学校再開

学校関係者とは，以下のとおりである。

〇 町内の公立小学校及び公立幼稚園に通う児童・生徒及び園児

〇 町内の公立小学校及び公立幼稚園に勤務する教職員（町職員含む全ての職員）

〇 町内の公立小学校及び公立幼稚園に通う児童・生徒及び園児と同居している者

（両親，兄弟，祖父母，親戚等）


